
業者名称 法人番号 住所 該当事項 指名停止理由

株式会社 佐藤渡辺 5010401031200 東京都港区南麻布１丁目１８番４号 R7.1.10 ～ R7.3.9 （2ヶ月）

指名停止等措置要領
別表第２第８号

（公契約関係競売等
妨害又は談合）

　福島県石川町が発注した複数の公共工事を巡り、入札前に受注予定者などを決める
「受注調整」をしていたとして、令和６年１０月７日、水谷工業(株)の従業員、(株)福
産建設の専務取締役及び(株)佐藤渡辺の石川営業所長が、郡山区検に談合罪で略式起訴
された。
　これが「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」の制定について」（平成９年５
月３０日付け官会第１２４２号）の別表第２第８号（公契約関係競売等妨害又は談合）
に該当するため。
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